
 

『Ｒ７年度税制改正大綱（８） 地域未来投資促進税制の拡充等』 
 

 地域未来投資促進税制においては、地域経済の発展・成長に特に資する分野に対する１０億円以上

の設備投資について、新たな上乗せ類型が新設されることとなった。通常枠の要件、及び「労働生産性

の伸び率５％（中小企業等は４％）以上、かつ投資収益率５％以上」を満たし、さらに「付加価値額が１億

円以上、かつ自治体が指定する地域の経済発展・成長に特に資する分野に該当する事業（※）であっ

て、設備投資額が１０億円以上」である場合に、特別償却５０％又は税額控除５％が適用される。※ 下記

を全て満たす産業を自治体が指定〇地域経済への波及効果：自治体にお

けるその産業の付加価値額の伸び率、又はその付加価値額の県内総付加

価値額に占める割合が一定水準以上〇当該産業の成長性：自治体におけ

るその産業の売上高、就業者数、給与総額のいずれかが、直近５年間で１

０％以上伸びていること〇自治体の計画性：自治体においてその産業のビ

ジョンが定められ、予算措置等が施されていること 

 また、設備取得前に経済産業局へ提出する「課税の特例確認申請書」に

係る要件が、以下の通り見直された。〇総投資額が１億円以上であること〇

前年度の減価償却費の２５％以上の投資額であること〇労働生産性の伸

び率又は投資収益率が一定以上 
 

『中小企業者向け新しい保証制度 プロパー・保証付き組合せ等』 
 

 中小企業庁は、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取

扱いを開始する。「協調支援型特別保証制度」は、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合

わせる保証制度として、３年間の時限措置として実施する。要件として、〇申込金融機関から本制度によ

る保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上のプロパー融資を受けること〇申

込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこ

と、としている。保証限度額は２億８,０００万円、保証期間は、一括返済の場合１年以内、分割返済の場合

は１０年以内。保証料率は０．４５％～１．９０％、保証料補助は保証申込日に

応じて、保証料補助率に相当（１／２～１／４）する額を国が補助する。 

 また、「経営改善サポート保証（経営改善・再生支援強化型）」として、早期

に事業再生の取組を進める必要がある中小企業に対して、経営サポート会

議や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基

づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証

する。これは今年度末に終了する「感染症対応型」の後継として開始する。

保証限度額は２億８,０００万円（別枠で設定）。 
 

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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